
基本利用料（保険給付の一割負担分／１日あたり）

多床室
（相部屋）

個室

居住費・食費（１日あたり）
第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

多　床　室 ０円 ３７０円 ３７０円 ３７０円

個室 ４９０円 ４９０円 １３１０円 １３１０円

３００円 ６００円 １０００円 １３００円

３食 ３食 ３食 ３食 朝食６２１円 昼食７２３円

夕食６７３円

金　額 加算単位

※

所定単位数
の１００分
の１に相当
する単位数

を減算

※

所定単位数
の１００分
の３に相当
する単位数

を減算

※

所定単位数
の１００分
の１に相当
する単位数

を減算

２７円 １日

２６２円 １日

２１８円
1日（7日を

限度）

費　　目 第４段階

居住費
６５０円

１６４０円

食　　費
２０１７円／３食

認知症行動・心理症状緊急対応加
算

加算利用料（保険給付の一割負担分）

費　目 内容の説明

夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、厚生労働
大臣の別に定める基準に適合している場合

高齢者虐待防止措置未実施減算
▼

個別リハビリテーション実施加算

認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活
が困難であり緊急に指定短期入所療養介護を利用す
ることが適当と医師が判断した方に対し、サービス
提供を行った場合に加算されます。

個別リハビリテーション計画に基づき、理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテー
ションを20分以上実施した場合

介護予防短期入
所療養介護費

要支援１

６６９円

６３２円

要支援２

８４４円

７９２円

介護予防短期入所療養介護利用料一覧表

様 式 １４－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   R6_4_1

費　　　目

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措
置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレ
ビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとと
もに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
こと
・虐待の防止のための指針を整備すること
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的
に実施すること
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこ
と

業務継続計画未策定減算▼

以下の基準に適合していない場合（新設）
・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対
するサービスの提供を継続的に実施するための、及
び非常時 の体制で早期の業務再開を図るための計画
（業務継続計画）を策定すること
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和７年３月３１日までの間、感染症の予防及び
まん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関
する具体的計画の策定を行っている場合には、減算
を適用しない

身体拘束廃止未実施減算▼

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講
じられていない場合
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時
間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを
得ない理由を記録すること
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委
員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果
について、介護職員その他従業者に周知徹底を図る
こと
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備するこ
と
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の
適正化のための研修を定期的に実施すること

夜勤職員配置加算
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１３１円 1日

５６円 １日

５６円 １日

２０１円 片道

３００円
1日（１０日
を限度）

９円 1回

４円 １日

５円 １日

５６５円 １日

１０９円 １月

１１円 １月

認知症専門ケア加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ）

医師の発行する食事箋に基づき療養食を提供した場
合（１日3回を限度）療養食加算

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務
改善の取組による成果（※１）が確認されているこ
と。見守り機器等のテクノロジー（※２）を複数導
入していること。職員間の適切な役割分担（いわゆ
る介護助手の活用等）の取組等を行っていること。
１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を
示すデータの提供（オンラインによる提出）を行う
こと。

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

特定治療

若年性認知症利用者受入加算
若年性認知症（64歳以下の初老期における認知症）
利用者ごとに個別の担当者を定め、当該利用者の特
性やニーズに応じたサービス提供を行った場合

送迎加算

認知症対象者の占める割合が二分の一以上であり、
認知症介護に係る専門的な研修を終了している者を
配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施
し、施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留
意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に
開催している場合

（Ⅰ）の基準のいずれにも適合し、認知症介護の指
導に係る専門的な研修を終了している者を一名以上
配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施して
いること。施設における介護職員、看護職員ごとの
認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に
従い、研修を実施又は実施を予定した場合

在宅復帰・在宅療養支援機能加算
（Ⅰ）

利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない事情により行わ
れる医療行為（高齢者の医療の確保に関する法律に規定する保険医療機関等が
行った場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放
射線治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く））を行った場合

利用者の病状が重篤となり、救命救急医療が必要と
なる場合において、緊急的な治療管理としての投
薬、検査、注射、処置等を行った場合(１ヶ月1回連
続する3日を限度)

緊急時治療管理

厚生労働大臣の別に定める基準に適合している場合

総合医学管理加算

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎
を行うことが必要と認められる利用者に対して、居
宅と指定短期入所療養介護事業所間の送迎を行った
場合

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会
の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上
ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行って
いること。見守り機器等のテクノロジーを１つ以上
導入していること。１年以内ごとに１回、業務改善
の取組による効果を示すデータの提供（オンライン
による提出）を行うこと。

在宅復帰・在宅療養支援機能加算
（Ⅱ）

厚生労働大臣の別に定める基準に適合している場合

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっ
ていない指定短期入所療養介護（診療方針を定め、
治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行い、
それらを記録し、かかりつけ医に対し、利用者の同
意を得て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報
の提供）を行った場合（７日を限度）
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２４円 １日

２０円 １日

７円 １日

※ １月

※ １月

※ １月

※ １月

サービス提供体制強化加算
（Ⅲ）

サービス提供体制強化加算
（Ⅱ）

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合80%
以上または利用者に直接サービスを提供する職員の
総数に勤続10年以上の介護福祉士が35％以上の場合

サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）

●上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。

※厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事に届け出た場合、いずれかの料金が　加算されます。

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合50%
以上または看護・介護職員の総数に占める常勤職員
75%以上または利用者に直接サービスを提供する職員
の総数に勤続7年以上の職員が30％以上の場合

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×７５/１０００

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×７１/１０００

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×５４/１０００

厚生労働大臣基準の全てに適合した場合
※所定単位数×４４/１０００

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合60%
以上の場合
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個室 ４０７４円

２人部屋 ２０３７円

その他の費用 実費 必要に応じて診断書等の発行等を希望される場合

介護用品代等 実費
リハビリシューズなど、施設売店にてお買い上げ
いただいた際の商品代

１回　２０４円

1本　５０９円

ご希望の方のみ

1本　１２２３円

乳液(150ml）

保湿用ローション（250ml）

嗜好品

教養娯楽費（余暇クラブ）

お部屋代

日用品費

乳製品等実費

行事費 実費
小旅行や観劇等の費用や講師を招いて実施する料
理教室等の費用で、参加された場合

理美容代（カット等） 実費

化粧水(150ml）

１日あたり

１日　２２４円

１日　１５２円

１日　５１円

楽しみながらリハビリテーションにつながる余暇ク
ラブ活動に参加いただいた場合
（手工芸・お料理・茶道・昔遊び）

多床室（4人部屋）でご希望の方のみ
※イヤホンの使用が必要になります。

所定の時間帯において、コーヒー、紅茶等を提供い
たします。ご希望の方のみ。

個人用の電気製品を持ち込んだ場合。
150Wまで、1点のみ（携帯電話も含む）

施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いいただきます。個人で用
意される方は、費用はいただきません。

1本　５０９円

テレビレンタル代

ドリンクサービス

電気代

項　目 金　額

１日　１５２円おやつ代

その他の日常生活費及び特別なサービスの利用料

状態に応じた食形態で提供

内容の説明
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